
ショートメッセージ（SMS）を使ったことはありますか?事務局からの連絡にも活用している便利な連絡手段で

すが、世の中にはたくさんの連絡手段があふれていてちょっと陰が薄いかも。そんなショートメッセージの便利なとこ

ろをご紹介します。使い慣れていただけると、事務局との連絡もよりスムーズになるかなと思います。

8月度の事務局だよりをお届けします!この夏は記録的な暑さが続いています。熱中

症など体調を崩しやすくなりますので、就業中はもちろん、普段からより一層体調管理

には注意し、ムリなく元気にこの夏を乗り越えましょう!

さて、今回の事務局だよりはスマホや携帯電話の特集です。以前実施したアンケート

の集計結果や、事務局の新たな施策などをご紹介します。ぜひご一読ください!

ショートメッセージはとっても便利!～普段使いのススメ～
〈 巻頭コラム 〉

◎ 準備いらずですぐに使える!

ほとんどのスマホや携帯電話に標準装備されており、アプリをインストールしたり個人情報を登録し

たり、、、などの面倒な準備が不要!スマホ・携帯を買ったらすぐに使えます!

◎ 携帯電話の種類を問わずにどれでも使える

メールやLINEなどは、携帯電話の種類によっては使えないものがありますが、SMSは基本的にはどの

種類の携帯電話間でも利用できます!相手の携帯電話の種類を気にせずに気軽に使えます!

◎ 携帯電話の番号さえわかればメッセージを送れる

⾧～いメールアドレスを入力したり、QRコードを読み取ったり、、、といった手間は不要。普段、電

話で話している相手なら、登録している電話番号からすぐにメッセージを送ることができます。

◎ 災害時にも強い!

インターネットの大規模な不具合のニュースをたびたび目にしますね。インターネットが使え

ないとメールやLINEは使えません。でもショートメッセージは電話回線を使っているので、

インターネットが使えない状況でもOK。災害時にも比較的強い連絡手段です!

※ショートメッセージの送信には料金が発生します。詳しくは携帯電話会社との契約内容をご確認ください。
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携帯電話・スマートフォン（スマホ）の普及率はこの10年で大きく上昇し、2019年の全国調査で

は93％を超え、今や生活になくてはならないものになりました。先日実施したアンケートを集計したとこ

ろ、 当センターでもスマホを保有している会員は77％ にのぼりました。シルバー会員の中にも、

広く普及してきていることがわかります。

会員の皆さんのデジタル活用を応援します!

一方、利用内容を見てみると、電話は100％全員が利用しているものの、メールなどのメッ

セージのやり取りや写真・動画の撮影など、電話以外の機能を使っている会員は半数程度
という結果になりました。「電話ができれば十分」「今活用できている範囲で十分」と感じている方が多

いのかと推測します。

「電話だけで十分!」 と思う方も多いかと思いますが、最近は地震や風水害などの災害避難情

報など命に係わる重要な情報も、スマホや携帯電話などを介して伝えられるようになってきています。

また多くの行政手続きがスマホから手続きできるようになってきています。スマホ操作などデジタルに慣

れていないと、必要な情報を必要なタイミングで得ることが難しくなったり、さまざまな手続きに余計な

手間と時間がかかるようになるかもしれません。

また、デジタル活用が会員さんにさらに広がっていけば、事務局とのやり取りもよりスムーズになっていく

と考えています。そのための第一歩は「まず使ってみる」こと。そして「慣れること」。そこで、事務局では、

会員の皆さんのより一層のデジタル活用を後押しするべく、相談窓口を開設することにしました!
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2 



デジタル相談窓口を開設します

事務局からショートメッセージ（SMS）を送信します!

開 設 日 9月12日以降 毎週 火曜・木曜 13:00～

❓ 操作方法がわからない / 忘れてしまった!

❓ 保存したメールや撮影した写真はどうやって見たらいいの?

❓ 文字が小さくて見にくい、、、もっと大きく表示できないのかな?

❓ いつもは電話しか使っていないんだけど、こういうことってできるのかな?

些細なことでもOKです!困ったことがあれば、

お気軽に事務所にお越しください!

送 信 日 9月 7日 （木）

事務局よりショートメッセージを一斉送信しますので、ぜひ開いて読んでみてください!ショート

メッセージを受信して読む練習になればと考えています。これまで電話しか使ってこなかった方も、こ

れをきっかけにメールやメッセージのやり取りに挑戦してみはいかがでしょうか?わからないことがあれ

ば、相談窓口をご活用ください!

ショートメッセージは以下送信元（平戸市シルバー人材センター事務局）の電話番号から送信されま

す。※ 携帯電話の契約会社ごとに異なります。

会員の皆様のより一層のデジタルを活用をサポートするべく、

操作方法をレクチャーしたり、質問にお答えする相談窓口を

開設します!

NTT ドコモ / au / 楽天モバイル

ソフトバンク / Y mobile

050-5491-4105 または

+81 50 5491 4105

242244

上記の電話番号に電話をかけたりメッセージを送ったりしても繋がりません。従来どおり 【 0950-22-

3100 】 までかけなおしてください。
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10月は普及啓発月間です!

〈 編集発行 〉

公益社団法人 平戸市シルバー人材センター

TEL ０９５０ー２２－３１００

FAX ０９５０－２２－３１１４

E-mail hirado@sjc.ne.jp

HP https://webc.sjc.ne.jp/hirado/index

安全就業委員会より 6月・7月に指摘事項はありませんでしたが、就業先での誤って配線を切ってし

まう事故が2件発生しています。電気配線や水道管など草木に隠れているものがないかしっかりと確認し

つつ作業に当たってください。

また、まだまだ暑い日が続いています。熱中症には特に注意してください!適度に休憩を取るとともに、

体調に変化があれば決してムリはせずに体調第一での就業をお願いします。元気に事故なくこの夏を乗

り切りましょう!!

（平戸市鏡川町９３０番地）

安全就業委員会からのお知らせ

超高齢化社会における高齢者対策の一環として、今後ますますその重要性が期待されているシ

ルバー人材センター事業。本年度も10月を 「シルバー人材センター事業普及啓発促進月間」

と定め、全国一斉にを宣伝・周知する活動を実施します。平戸市シルバー人材センターにおいて

も市内各地でボランティア活動を実施します。

実 施 期 間 10月1日 ～ 31日の間

対 象 者 平戸市シルバー人材センター全会員

内 容 学校等公共施設、街路等除草および清掃

実 施 場 所 各地域班で計画して実施

日時や場所については、地域班⾧より連絡します。

ご協力をよろしくお願いします。

シルバーに 任せて安心 生き生きライフ
⾧崎県シルバー人材センター連合会統一スローガン
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